
相談種類 日にち 時間 相談場所 申込み・問合せ

法律相談
弁護士  12/11（火）、25（火） 13:30 ～ 16:00 役場会議室　 役場総務課ｔ 313（要予約）
行政書士  12/19（水） 10:00 ～ 15:00 役場会議室 役場総務課ｔ 313

人権・行政相談  12/13（木） 13:30 ～ 16:00 役場会議室 役場総務課ｔ 313

成人健康相談  12/ 4（火） 9:30 ～ 11:30 役場町民ホール 保健センターｔ 049（294）5511

電話健康相談 平日 9:00 ～ 17:00 保健センターｔ 049（294）5511

育児ほっと相談室  12/5（水） 10:00 ～ 11:45 保健センターｔ 049（294）5511

もの忘れ相談会 毎月第3木曜日 10:00 ～ 12:00 中央公民館 地域包括支援センター
ｔ 049（295）2112 126

子育て相談
なんでも話してみよう

 12/14（金）
10:00 ～ 11:00

役場相談室 子育て支援センター
ｔ 049（294）4820 12/28（金） 子育て支援センター

教育相談 平日 10:00 ～ 16:30 教育センターｔ 049（295）2525（電話相談可）

心配ごと相談 毎週水曜日 10:00 ～ 12:00 社会福祉協議会（ウィズもろやま内）ｔ049（295）3111

消費生活相談 毎週火曜日 10:00 ～ 15:00 役場相談室 役場産業振興課ｔ 214

生活困窮者自立相談
※生活保護受給者以外 平日 8:30 ～ 17:00 アスポート相談支援センター埼玉西部毛呂山出張所

（ウィズもろやま内）ｔ 080-2274-1445

町の無料相談

  

桂木にあった山
やまじんじゃ

神社と桂木寺

　～桂木寺像の新たな可能性～

歴史散歩
第 294 回

　

9
世
紀
頃
か
ら
、
本ほ

ん
ち
す
い
じ
ゃ
く

地
垂
迹
と
呼
ば
れ
る
神
と
仏
を

同
一
に
見
る
思
想
が
あ
り
、
山
神
社
の
祭
神
「
大
山
咋

神
」
の
本
地
仏
に
は
、「
薬
師
如
来
」
が
比
定
さ
れ
て

い
ま
す
。

　

天
台
宗
総
本
山
延え
ん
り
ゃ
く
じ

暦
寺
は
、
比
叡
山
の
産う

ぶ
す
な
が
み

土
神
で
あ

る
「
大
山
咋
神
」
を
山
王
神
と
し
て
延
暦
寺
の
守
護
神

と
し
ま
し
た
。

　

各
地
の
天
台
宗
の
寺
院
で
も
同
様
に
寺
の
周
辺
に
山

王
神
を
祀
る
日ひ

え吉
神
社
を
勧

か
ん
じ
ょ
う請
し
ま
し
た
。

　

桂
木
寺
像
を
薬
師
如
来
と
仮
定
す
れ
ば
、
桂
木
寺
の

「
薬
師
如
来
」
と
山
神
社
祭
神
の
「
大
山
咋
神
」
は
一

体
で
あ
り
、
山
王
信
仰
を
意
識
し
た
も
の
と
考
え
る
こ

と
が
で
き
、
桂
木
寺
の
創
建
に
天
台
宗
の
影
響
が
あ
っ

た
こ
と
が
考
え
ら
れ
ま
す
。

　

山
神
社
の
社
は
無
く
な
り
、
往
時
の
姿
は
あ
り
ま
せ

ん
が
、
桂
木
寺
像
と
合
祀
の
際
の
記
録
か
ら
、
古
代
の

桂
木
の
信
仰
の
姿
を
想
像
さ
せ
ま
す
。

　

現
在
、
歴
史
民
俗
資
料
館
で
は
、
特
別
展
「
山
・
寺
・

ほ
と
け
～
毛
呂
山
の
仏
教
文
化
と
修
験
～
」
を
12
月
16

日
（
日
）
ま
で
開
催
し
て
お
り
、
実
物
を
ご
覧
に
な
る

こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

桂け
い
ぼ
く
じ
で
ん
し
ゃ
か
に
ょ
ら
い
ざ
ぞ
う

木
寺
伝
釈
迦
如
来
坐
像
は
、
近
年
の
研
究
で
、

造ぞ
う
ぞ
う像
当
初
の
左
手
に
薬や

っ
こ壺
を
の
せ
て
い
た
と
考
え
ら
れ

る
ホ
ゾ
穴
が
確
認
さ
れ
、「
薬や
く
し
け
か

師
悔
過
」
に
基
づ
く
、

薬
師
如
来
で
あ
る
可
能
性
が
指
摘
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

9
世
紀
以
降
、
天
災
や
疫
病
な
ど
の
災
い
を
無
く
す

「
薬
師
悔
過
」
と
呼
ば
れ
る
仏
教
修
法
が
行
わ
れ
、
全

国
各
地
で
薬
師
如
来
像
が
造
ら
れ
ま
し
た
。

　

毛
呂
山
町
周
辺
で
は
、
10
世
紀
に
造
ら
れ
た
桂
木
寺

像
の
他
、
11
世
紀
以
降
の
作
例
に
は
、
行
蔵
寺
（
滝
ノ

入
）
薬
師
如
来
坐
像
を
は
じ
め
越
生
町
下さ
げ
ど
や
く
し
ど
う

ヶ
戸
薬
師
堂

や
飯
能
市
常じ
ょ
う
ら
く
い
ん

楽
院
（
高た

か
や
ま
ふ
ど
う

山
不
動
）
の
薬
師
如
来
像
が
あ

り
、
特
に
桂
木
寺
像
は
、「
薬
師
悔
過
」
に
よ
る
薬
師

如
来
像
の
造
像
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

　

ま
た
、
桂
木
観
音
堂
の
近
く
に
は
、
明
治
40
年
（
１

９
０
７
）
に
住
吉
神
社
（
滝
ノ
入
）
に
合
祀
さ
れ
た
山や
ま

神じ
ん

社じ
ゃ

と
い
う
社
が
あ
り
、祭
神
に
「
大

お
お
や
ま
く
い
の
か
み

山
咋
神
」
を
祀
っ

て
い
ま
し
た
。

　

山
神
社
の
創
建
は
不
明
で
す
が
、
桂
木
観
音
堂
の
南

西
に
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
っ
て
お
り
、
桂
木
寺
が
山
神

社
の
別べ
っ
と
う
じ

当
寺
で
あ
っ
た
可
能
性
も
考
え
ら
れ
ま
す
。

桂木寺伝釈迦如来坐像造像
当初の左手
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水道事業を考えよう
未来へ引き継ぐ 安全で頼れる水道をめざして

第４回

建設改良費
329,122

企業債償還金
109,842

企業債
100,000

資本的収支・・・老朽化した水道管などの施設
を改良、更新するためにかかった経費とこれに充て
る収入

留保資金 
資本的収支の収支不足額は、減価償
却費や積立金などの留保された資金

で補填しました。

県水受水費
144,615

委託料・修繕費などの物件費

209,492
人件費
65,836

85,213

平成 29 年度水道事業決算の概要をお知らせします。
※企業会計は予算の構成上、収益的収支と資本的収支の 2本立てになっています

収益的収支・・・水道料金を主な収入源とし、
水道水をつくるために必要な経費や水道管などの
施設の維持管理に必要な経費を支出

長期前受金戻入

その他収入
28,588

企業債利息
20,778 減価償却費

279,341

収入
783,792
　千円

支出
720,062
　千円

( 純利益 40,480)

長期前受金戻入 ･･･ 償却資産取得に対する補助金等を長期前受金として負債計上し、
対象資産の減価償却に伴い収益化したもので、実際の現金の収入はなし

減価償却費 ･･･ 償却資産の耐用年数に応じて減少していく価値を費用化したもので、
実際の現金の支出はなし

繰 

入

充 

当

収入
118,859
　千円

支出
438,964
　千円

月の中途において水道の使用を開始し、又は使用をやめたときの基本料金が、
使用日数が 15 日以下のときは、１ヶ月の１/2 の基本料金となります。それ以
外は、変更はありません。

平成 31 年 1 月より変更されます

補助金
18,859

問合せ
役場水道課業務係
ｔ 049(295)2112

161

収支差額
63,730

不足額
320,105

料金収入
669,991
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